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1.はじめに 
 

 近年、全国的に安全で快適な自転車走行環境整備
の機運が高まっているなかで、三鷹市は自転車通行環境
に関するモデル地区として国より指定を受けた市道392
号線（かえで通り、三鷹地区、約1.6ｋｍ）において、
安全・安心な歩行空間の確保のため自転車道整備を目的
とした道路空間再構築について設計を行った。本設計は
現況調査を踏まえた自転車道整備の設計において工夫し
た、バス停部分の処理、交差点部の処理、細街路部の処
理、自転車道導入部の処理等について、工夫した内容を
具体的な図面やフォトモンタージュを用いて業務を進め
たものである。特に、警察協議や住民説明会でも利用さ
れた整備イメージを示すフォトモンタージュを設計図面
と合わせて活用した手法を紹介するとともに、関係者間
協議で明らかになった課題やその対応などについて設計
を進めていく観点から具体的な事例をもとに報告する。 
 
２.設計概要と条件 

 
（１）設計の目的 
市道第392号線（かえで通りの三鷹市域）は、自転車
を朝夕は通勤・通学の交通手段として、日中は主婦、高
齢者、児童などが生活道路として利用している。 
かえで通りの南北方向における断面交通量は、約1,5
00～2,300台（朝3時間）および約1,900～2,600台（夕3
時間）となっており、比較的交通量の多い道路である。 
平成16年度から18年度にかえで通りで発生した自転

車の交通事故は28件起きており、歩行者との接触が増え
ている。これを改善して安全・安心に歩行者が歩道を歩
けるようにするために自転車の走行空間を明確化するこ
とが目的である。 

（２）設計対象区域 
対象道路のかえで通りは、JR武蔵境駅から南へ都道

東八道路に向かう市道であり、市道富士見通りを境にし
て武蔵野市と三鷹市の領域に分かれ、本設計では、その
うちの三鷹市域の約1.6kmについて自転車道を設計した。 
現況道路構成は、総幅員16ｍの2車線道路で車道部の
幅員が広く、歩道側2.0mの停車帯空間が空いている。 
また、2.5ｍの歩道には0.9ｍ幅の植栽スペースが連
続しているため実質的な通行空間は1.6ｍと狭い道路空
間となっている。（図－１、図－２） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３.設計内容の報告 

 
（１）フォトモンタージュの活用 
短期間の検討で整備イメージの共有を関係者間で円
滑に図るために、計画図を基にしたＣＧと、現地で撮影
した画像とを合成したフォトモンタージュを作成し比較
検討を行った。 
バス停部においては自転車道と歩道の間に柵を設置
するかの検討に用いて、図面上では把握しづらい柵の圧
迫感を設置検討の判断材料の一つとした。 

図－１ 設計対象区域図 

図－２ 自転車道整備前断面構成 

（一部武蔵野市整備範囲） 

東八道路 



 
 
 
 
 
 
 
 
（２）検討内容 
関係者間との協議を行い a)から g)に示す内容につい
て自転車道に合わせて設計を行った。 
a)通行区分の明確化 
停車帯を利用して2ｍの自転車道を設置し、歩行者、
自転車、自動車の通行空間を分離する道路空間再構築を
実施した。 
 

 
 
 
 
 
図－４ 左：自転車通行空間の分離前／右：分離後 

 

b）交差点処理 
自動車の回転軌跡、交差点部・歩道部分との取り合
い、自転車横断帯設置などを含む交差点処理に関して検
討を行い、ⅰ）からⅳ）について現場状況を考慮した設
計を行った。 
ⅰ）歩道拡幅 
自転車と歩行者の錯綜を緩和するため、交差点部に

おいて歩行者が信号待ちをしている場合に自転車道を直
進して来た自転車が歩行者を避ける軌跡を考慮するよう
に横断歩道から 6～7 ｍの範囲で歩道拡幅を行った。
（図－５ オレンジ色範囲、写真－１）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

写真－１ 歩道拡幅箇所 左：整備前／右：整備後 
 
ⅱ)自転車横断帯の明確化 
自転車横断帯を新たに設置又は引き直しをして、自
転車走行空間を連続化させた。また、自動車運転者にも
わかりやすく、注意喚起を促すために青塗りとした。 
 
 
 
 
 
 
図－６ 自転車横断帯の設置 左：交差点／右：細街路 

 
ⅲ)車両回転軌跡による停止線位置の確認 
交差点部の歩道拡幅と自転車道の設置により車線が
狭くなるため、現況の車両回転軌跡による停止線位置を
確認した。 
回転軌跡による検討で右折の停止線が移動する箇所
においては、移動した右折の停止線位置に直左の停止線
をあわせる事とした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－７ 車両回転軌跡による停止線位置の検討 

 
ⅳ)歩道巻き込み部の検討 
自転車横断帯を新たに設置した場合、車両乗入部が
ある為に横断歩道の幅員が3ｍとれない箇所の検討を行
った。 
対象箇所の巻き込み部は一方通行出口の右側にあた
るので、歩道拡幅をした巻き込み部を R=3.0 ｍから
R=1.0ｍにして横断歩道、自転車横断帯を設置した。 
 
 

図－３ 柵の設置検討 左：柵設置案／右：施工案 

図－５ 交差点における自転車と歩行者の輻輳緩和 

信号待ちの歩行者 

自転車 

歩行者を避ける自転車の軌跡 

車両回転軌跡により後退させた停止線 

現況停止線位置 直左の停止線を移動し

た停止線にあわせた 

拡幅箇所 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図－８ 歩道拡幅巻き込み部の検討（Ｈ21年度施工予定箇所） 

 
c)バス停部の検討 
自転車道の幅員について、道路構造令にない特例的
な手法は、モデル地区として望ましくない。歩道 1.5ｍ、
自転車道 1.5ｍとして交通島を整備した場合、バス停で
の有効幅員が問題になるので交通島での人のすれ違いを
考慮した検討が必要となり、バス利用状況調査を行い、
その結果を踏まえて交通島の幅員を決定した。 
バス停部において施工した内容をⅰ）からⅴ）に示
す。（写真－２、図－9） 
ⅰ)交通島を設置し、自転車と歩行者、バス待ちの人を
分離することで安全性を確保した。 
ⅱ)幅200ｍｍの横断歩道の白線を3本入れた。 
ⅲ)横断歩道の前後に停止線を入れた。 
ⅳ）法定外表示として自転車の進行方向を明確に指示す
る矢印とピクトサイン、バス乗降客への注意喚起のた
めの黄色い歩行者優先看板を設置した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 

ⅴ)図－１０に示すようにバスに乗降する際のすれ違
い、車椅子での乗り降りを考慮して交通島の街渠、
横断抑止柵の施工方法の検討を行い、横断抑止柵
の支柱を街渠に建て込む方式とし、有効幅員 1.23
ｍを確保した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
d)導水ブロックの設置 
路面排水処理を円滑にするため、バス停留所付近と
交差点部に導水ブロックを設置した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－１１ 交差点部の切り下げ用導水ブロック 

 
e)見通し確保のための植栽帯撤去 
自動車、自転車、歩行者それぞれの見通しを確保す
るため、車両乗入部付近の植栽帯を自転車道用柵の端部
より5ｍ撤去した。 
 
 
 
 
 
 
 

図－１２ 植栽帯撤去 左：整備前／右：整備後 

 
 
 
 
 
 
 
 

図－１０ 交通島最終案 

図－９ バス停部標準平面図 

 歩道巻き込み部を R=3.0ｍから
R=1.0ｍにした。 

一方通行 

写真－２ バス停部 
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（※Ｉメーカー パンフレットより） 



f)テーパー型の自転車道導入部の設置 
自転車を自転車道へスムーズに誘導、走行させるた
め、テーパー型の自転車道導入部を設置。 
ⅰ)自転車道導入部箇所の自転車道と歩道の区画には段
差0ｃｍの境石を使用した。 
ⅱ)自転車道であることを明示するために導入部から 5
ｍを青色で塗装した。 
ⅲ)自転車が安全にシフトできる 7 ｍを確保したテーパ
ー型の歩道拡幅を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－１３ 自転車道導入部 

 
g)構造分離による安全性の向上 
自転車道と車道の間には、安全性向上のため、縁石
へ横断抑止柵を建て込み式とした。柵の高さについての
指導はなく、また事故の報告もないとの事であったため、
ドライバーからの視野も考慮し、H＝800ｍｍの高さとし
た。なお、自転車道等の設計基準解説（昭和49年）では
H=800ｍｍから1100ｍｍが凡例として記載されている。 
 
 
 
 
 
 
 

図－１４ 自転車道標準断面図 

a)車両乗り入れ部 
防護柵が乗り入れによって途切れる箇所を縁石でつ

なげた。設置段差は5cmを標準に検討し、2cmの高さの縁
石を設けた。 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真－３ 車両乗り入れ部 

 
４.おわりに 

 
本論文では自転車通行環境モデル地区である三鷹市か
えで通りの自転車道整備事例における課題と対応につい
て紹介した。 
既に平成21年4月11日から一部共用（約600ｍ）が開始
されており、自転車道の利用状況は良好であると見受け
られるが、導入部で自転車道に入らない自転車は、その
後も歩道を走り続ける事になりやすい傾向が散見された。
導入部の歩道上に矢印やピクトサインを設置しているが、
自転車道への導入を促す更なる工夫や継続した交通ルー
ル、マナー等の指導やわかりやすい周知も重要なことで
ある。 
平成21度に残り約1.0ｋｍは整備予定であるが、付加
車線があるため、両側に自転車道を設けることが出来な
い状況の箇所がある。そこで片側にある自転車道は「自
転車道に準ずる構造」として「歩道自転車通行可」の規
制を残し、片側だけの整備とする予定である。 
さらに、自転車道内のセンターライン、矢印については
今後の利用者の意見を踏まえて施工を進めていくか検討
することとなる。 
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